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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の所定部位に対し超音波を送信し、当該所定部位からのエコー信号を受信する超
音波プローブと、
　前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生し、当該駆動信号を前記超音波プ
ローブに供給する駆動信号発生手段と、
　前記超音波プローブによって受信された前記エコー信号に基づいて、複数フレームの超
音波画像データを生成する画像データ生成手段と、
　フレーム毎の前記超音波画像データを記録する記録手段と、
　画像調整操作による画像調整の完了、又は所定の計測値を取得する処理の開始操作をト
リガとしてイベント信号を発生する信号発生手段と、
　前記イベント信号に応答して、前記記録手段の前記超音波画像データの記録開始を制御
する制御手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記記録手段は、トリガとした前記画像調整の完了又は開始操作を示す情報を、超音波
画像データの付帯情報として記録し、
　前記付帯情報に基づいて、フレーム毎の前記超音波画像データの中から所望のデータを
検索する検索手段をさらに具備すること、
　を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。



(2) JP 5148057 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

【請求項３】
　被検体の所定部位に対し超音波を送信し、当該所定部位からのエコー信号を受信する超
音波プローブと、
　前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生し、当該駆動信号を前記超音波プ
ローブに供給する駆動信号発生手段と、
　前記超音波プローブによって受信された前記エコー信号に基づいて、複数フレームの超
音波画像データを生成する画像データ生成手段と、
　画像調整操作による画像調整の完了、又は所定の計測値を取得する処理の開始操作をト
リガとしてイベント信号を発生する信号発生手段と、
　前記イベント信号発生タイミングに対応するフレームの前記超音波画像データに基づい
て、前記イベント信号発生以前又は以後の期間に受信される前記エコー信号に対応する超
音波画像を象徴的に示す代表画像を生成する代表画像生成手段と、
　複数フレームの前記超音波画像データを記録すると共に、前記代表画像と対応するフレ
ームの前記超音波画像データに関連付けて記録する記録手段と、
　前記代表画像が選択された場合には、当該選択された代表画像に関連付けられたフレー
ムを基準として前記超音波画像データを再生する画像再生手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　前記記録手段は、トリガとした前記画像調整の完了又は開始操作を示す情報を、超音波
画像データの付帯情報として記録し、
　前記付帯情報に基づいて、フレーム毎の前記超音波画像データの中から所望のデータを
検索する検索手段をさらに具備すること、
　を特徴とする請求項３記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記代表画像は、前記イベント信号発生タイミングに対応するフレームの前記超音波画
像データを用いた静止画像であることを特徴とする請求項３又は４記載の超音波診断装置
。
【請求項６】
　前記代表画像は、前記イベント信号発生タイミングに対応するフレームの前記超音波画
像データを含む動画像であることを特徴とする請求項３乃至５のうちいずれか一項記載の
超音波診断装置。
【請求項７】
　前記代表画像は、一心拍期間に対応する動画像であることを特徴とする請求項６記載の
超音波診断装置。
【請求項８】
　前記代表画像によって区分された各単元の先頭又は末尾にアクセスするためのインタフ
ェースをさらに具備することを特徴とする請求項３乃至７のうちいずれか一項記載の超音
波診断装置。
【請求項９】
　前記再生手段は、前記選択された代表画像に関連付けられたフレーム及び当該フレーム
以後の一定期間、前記選択された代表画像に関連付けられたフレーム及び当該フレーム以
前の一定期間、前記選択された代表画像に関連付けられたフレームを中心とする一定期間
のいずれかに対応する前記超音波画像データを再生することを特徴とする請求項３乃至８
のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　被検体の所定部位に対し超音波を送信し、当該所定部位からのエコー信号を受信する超
音波プローブと、
　前記超音波プローブを駆動するための駆動信号を発生し、当該駆動信号を前記超音波プ
ローブに供給する駆動信号発生手段と、
　前記超音波プローブによって受信された前記エコー信号に基づいて、複数フレームの超
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音波画像データを生成する画像データ生成手段と、
　画像調整操作による画像調整の完了、又は所定の計測値を取得する処理の開始操作をト
リガとして、画像記録開始又は画像記録終了を指示する第１のイベント信号及び代表画像
取得を指示する第２のイベント信号の少なくとも一方を発生する信号発生手段と、
　前記第１のイベント信号に応答して、前記超音波画像データの記録開始を制御する制御
手段と、
　前記第２のイベント信号発生タイミングに対応するフレームの前記超音波画像データに
基づいて、前記イベント信号発生以前又は以後の期間に受信される前記エコー信号に対応
する超音波画像を象徴的に示す代表画像を生成する代表画像生成手段と、
　前記制御手段の制御に従って複数フレームの前記超音波画像データを記録すると共に、
前記代表画像と対応するフレームの前記超音波画像データに関連付けて記録する記録手段
と、
　前記代表画像が選択された場合には、当該選択された代表画像に関連付けられたフレー
ムを基準として前記超音波画像データを再生する画像再生手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影された超音波画像の録画、又は録画された超音波画像の検索において、
操作性、効率性の高い超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は生体内情報の画像を表示する診断装置であり、Ｘ線診断装置やＸ線コ
ンピュータ断層撮影装置などの他の画像診断装置に比べ、安価で被爆が無く、非侵襲性に
実時間で観測するための有用な装置である。係る特性から、その適用範囲は広く、心臓な
どの循環器から肝臓、腎臓などの腹部、抹消血管、産婦人科、脳血管などの診断に利用さ
れている。
【０００３】
　一般的に、超音波診断装置を利用した撮影では、静止画像のみならず一定の期間に亘る
動画像を、被検体毎や撮影手法毎の固有のタイミングで取得し保存する必要がある。その
ため、従来の超音波診断装置では、図２２に示すように検査開始から検査終了までの撮影
総時間に亘る動画像、又は図２３に示すように、操作者が録画開始、録画停止を行うこと
で一定の期間に対応する動画像を保存している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の動画保存の手法では、例えば次の様な問題がある。
【０００５】
　検査中の画像すべてを録画する手法を採用した場合には、診断上必要のない画像も保存
することになるため、記録媒体に無駄な領域が多くなる。また、操作者が撮影中に行う録
画開始、録画停止操作に従って録画する手法を採用した場合には、録画開始もしくは終了
を忘れることがあり、画像を撮り損ねたり、無駄な画像を録画したりする可能性がある。
【０００６】
　さらに、いずれの手法を採用した場合であっても、保存された動画像の中から必要なシ
ーン（静止画像及び動画像）を呼び出す場合には、不要な画像も閲覧することになる。そ
のため、画像検索作業が非効率であると共に、観察者の作業負担も大きい。
【０００７】
　なお、ＶＣＲを使用した場合におけるＶＩＳＳ（ＶＨＳ　Ｉｎｄｅｘ　Ｓｅａｒｃｈ　
Ｓｙｓｔｅｍ）機能や、ＨＤＤ、ＤＶＤレコーダ等におけるファイル分割においても、録
画/停止操作を基準とした検索は可能である。しかしながら、係る場合であっても、観察
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者がみたいシーンは記録された画像を早送り再生し、これを見ながら検索するという状況
には変わりがない。
【０００８】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、診断に必要ない画像をできるだけ排除し
て画像記録を行い、優れた操作性、高い効率性にて画像検索を実行可能な超音波画像診断
装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、被検体の所定部位に対し超音波を送信し、当該所定部位から
のエコー信号を受信する超音波プローブと、前記超音波プローブを駆動するための駆動信
号を発生し、当該駆動信号を前記超音波プローブに供給する駆動信号発生手段と、前記超
音波プローブによって受信された前記エコー信号に基づいて、複数フレームの超音波画像
データを生成する画像データ生成手段と、フレーム毎の前記超音波画像データを記録する
記録手段と、画像調整操作による画像調整の完了、又は所定の計測値を取得する処理の開
始操作をトリガとしてイベント信号を発生する信号発生手段と、前記イベント信号に応答
して、前記記録手段の前記超音波画像データの記録開始を制御する制御手段と、を具備す
ることを特徴とする超音波診断装置である。
　請求項３に記載の発明は、被検体の所定部位に対し超音波を送信し、当該所定部位から
のエコー信号を受信する超音波プローブと、前記超音波プローブを駆動するための駆動信
号を発生し、当該駆動信号を前記超音波プローブに供給する駆動信号発生手段と、前記超
音波プローブによって受信された前記エコー信号に基づいて、複数フレームの超音波画像
データを生成する画像データ生成手段と、画像調整操作による画像調整の完了、又は所定
の計測値を取得する処理の開始操作をトリガとしてイベント信号を発生する信号発生手段
と、前記イベント信号発生タイミングに対応するフレームの前記超音波画像データに基づ
いて、前記イベント信号発生以前又は以後の期間に受信される前記エコー信号に対応する
超音波画像を象徴的に示す代表画像を生成する代表画像生成手段と、複数フレームの前記
超音波画像データを記録すると共に、前記代表画像と対応するフレームの前記超音波画像
データに関連付けて記録する記録手段と、前記代表画像が選択された場合には、当該選択
された代表画像に関連付けられたフレームを基準として前記超音波画像データを再生する
画像再生手段と、を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
　請求項１０に記載の発明は、　被検体の所定部位に対し超音波を送信し、当該所定部位
からのエコー信号を受信する超音波プローブと、前記超音波プローブを駆動するための駆
動信号を発生し、当該駆動信号を前記超音波プローブに供給する駆動信号発生手段と、前
記超音波プローブによって受信された前記エコー信号に基づいて、複数フレームの超音波
画像データを生成する画像データ生成手段と、画像調整操作による画像調整の完了、又は
所定の計測値を取得する処理の開始操作をトリガとして、画像記録開始又は画像記録終了
を指示する第１のイベント信号及び代表画像取得を指示する第２のイベント信号の少なく
とも一方を発生する信号発生手段と、前記第１のイベント信号に応答して、前記超音波画
像データの記録開始を制御する制御手段と、前記第２のイベント信号発生タイミングに対
応するフレームの前記超音波画像データに基づいて、前記イベント信号発生以前又は以後
の期間に受信される前記エコー信号に対応する超音波画像を象徴的に示す代表画像を生成
する代表画像生成手段と、前記制御手段の制御に従って複数フレームの前記超音波画像デ
ータを記録すると共に、前記代表画像と対応するフレームの前記超音波画像データに関連
付けて記録する記録手段と、前記代表画像が選択された場合には、当該選択された代表画
像に関連付けられたフレームを基準として前記超音波画像データを再生する画像再生手段
と、を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
【発明の効果】
【００１４】
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　以上本発明によれば、診断に必要ない画像をできるだけ排除して画像記録を行い、優れ
た操作性、高い効率性にて画像検索を実行可能な超音波画像診断装置を実現することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の第１及び第２の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明に
おいて、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明
は必要な場合にのみ行う。
【００１６】
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０のブロック構成図を示している。同図に
示すように、本超音波診断装置１は、超音波プローブ１２、装置本体１１、装置本体１１
に接続されオペレータからの各種指示・命令・情報を装置本体１１にとりこむための外部
入力装置１３、装置本体１１、１４とから構成される。入力装置１３には、関心領域（Ｒ
ＯＩ）の設定などを行うためのトラックボール１３ａ、スイッチ・ボタン１３ｂ、マウス
１３ｃ、キーボード１３ｄが設けられる。
【００１７】
　超音波プローブ１２は、圧電セラミック等の音響／電気可逆的変換素子としての圧電振
動子を有する。複数の圧電振動子は並列され、プローブ１２の先端に装備される。
【００１８】
　装置本体１１は、超音波送受信ユニット２１、Ｂモード処理ユニット２２、ドプラ処理
ユニット２３、画像生成回路２４、画像メモリ回路２５、記録制御部２６、制御プロセッ
サ（ＣＰＵ）２７、画像記録部２８、内部記憶装置２９、インタフェース部３０を有して
いる。
【００１９】
　超音波送受信ユニット２１は、制御プロセッサ２７により内部記憶装置２９に記憶され
ている送受信条件を読み込み、送受信条件に従ってレートパルスを発生する。各レートパ
ルスには、本超音波送受信ユニット２１において、超音波をビーム状に集束し且つ送信指
向性を決定するのに必要な遅延時間が与えられ、プローブ１２にチャンネル毎に電圧パル
スを印加される。これにより、プローブ１２から超音波ビームが被検体に送信される。
【００２０】
　また、循環器においては、特定の心時相による画像収集を行うために、装置本体１１に
は心電同期ユニットが接続され、心電同期ユニットを介して患者の心電信号が入力される
。この心電信号に対し、操作パネルから表示や画像収集タイミングに関する情報が入力さ
れる。制御プロセッサ２７では、心電信号と上記情報に基づき送受信ユニット２１の画像
収集のタイミング制御を行う。また、心電信号は画像記録部２８、外部記憶装置等に格納
され、画像メモリ回路２５にて他の画像情報や文字情報などの付加情報と一緒に合成され
る。
【００２１】
　また、ユーザの入力装置１３またはその他インタフェースから入力されたモード選択、
ＲＯＩ設定、送信開始・終了に基づき、内部記憶装置２９に記憶された送受信条件と装置
制御プログラムとを読み出し、これらに従って、制御プロセッサ２７により、送受信ユニ
ット２１が制御される。
【００２２】
　一方、画像生成用に被検体内に照射された超音波ビームは、被検体内の音響インピーダ
ンスの不連続面で反射し、その反射波がプローブ１２で受信される。プローブ１２からチ
ャンネル毎に出力されるエコー信号は、送受信ユニット２１に取り込まれる。エコー信号
は、送受信ユニット２１内でチャンネル毎に増幅され、受信指向性を決定するのに必要な
遅延時間を与えられ、加算される。この加算により受信指向性に応じた方向からの反射成
分が強調される。この送信指向性と受信指向性とにより超音波送受信の総合的な指向性が
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決定される。この指向性は、一般に「走査線」と呼ばれる。
【００２３】
　送受信ユニット２１から出力されるエコー信号は、Ｂモード処理ユニット２２と、ドプ
ラ処理ユニット２３に送られる。Ｂモード処理ユニット２２は、図示しないが、対数変換
器、包絡線検波回路、アナログディジタルコンバータ（Ａ／Ｄ）から構成される。対数変
換器は、エコー信号を対数変換する。包絡線検波回路は対数変換器からの出力信号の包絡
線を検波する。この検波信号はアナログディジタルコンバータを介してディジタル化され
、検波データとして出力される。また、ドプラ処理ユニット２３は、周波数解析によりそ
の解析結果や、フィルタを用いて血流成分を抽出し平均速度、分散、パワー等の血流情報
を多点について求める。
【００２４】
　画像生成回路２４は、Ｂモード処理ユニット２２から入力した検波データを用いてフレ
ーム相関処理等を実行し、Ｂモード画像を生成する。また、画像生成回路２４は、ドプラ
処理ユニット２３から入力した血流情報を用いて、平均速度画像、分散画像、パワー画像
、これらの組み合わせ画像を作成する。
【００２５】
　画像メモリ回路２５は、画像生成回路２４から受け取った画像データ（「生データ」と
も呼ばれる）に基づいて、モニタ１４に表示するための超音波画像を生成するものであり
、スキャンコンバータ、シネメモリ、フレームメモリ、ビデオ変換器等を有する。スキャ
ンコンバータは、画像生成回路２４からから入力した超音波スキャンの走査線信号列を、
空間情報に基づいた直交座標系のデータに変換する。シネメモリは、例えばフリーズする
直前の複数フレームに対応する超音波画像を保存するメモリである。このシネメモリに記
憶されている画像を連続表示（シネ表示）することで、超音波動画像を表示することも可
能である。フレームメモリは、一フレーム分の超音波画像を記憶するメモリであり、当該
フレームメモリ２７に現在記憶されている画像がモニタ１４に表示される。また、例えば
、操作入力装置１３のフリーズオンボタンを押すことにより、当該フレームメモリへの上
書きが中止される。ビデオ変換部は、フレームメモリから受け取った画像データに対し、
さらにビデオフォーマット変換を行う。
【００２６】
　記録制御部２６は、制御プロセッサ２７から受け取るイベント信号をチェックし、その
信号が記録開始／記録終了イベント（代表画像取得イベント）に関するイベント信号であ
る場合には、当該イベント信号に基づいて、画像記録部２８の画像の記録開始／記録終了
タイミング（代表画像取得タイミング）を制御する。また、
　制御プロセッサ２７は、各種スイッチやトラックボール１３ａより入力された情報に基
づき、画像記憶部２８あるいは外部記憶装置に記憶し、内部記憶装置２９から読み出され
たプログラムを実行する。
【００２７】
　また、制御プロセッサ２７は、例えば内部記憶装置２９に記憶された所定のプログラム
に従って、後述する画像記録機能、代表画像取得・設定機能による各処理を実行する。
【００２８】
　画像記録部２８は、記録制御部２６の制御に従って静止画像、動画像を記録する。また
、画像記録部２８は、記録制御部２６の制御に基づいて、一連の撮影シーケンスにおいて
記録される各期間における動画像を単元化して記録する。さらに、画像記録部２８は、後
述する代表画像を対応するフレーム画像と関連付けて記憶する。
【００２９】
　内部記憶装置２９は、当該装置の制御プログラム、診断プロトコルや送受信条件等の各
種データ群、収集された画像データ等を記憶する。また、内部記憶装置２９は、一連の検
査手順を構成する各処理を実現する各種小プログラム（アクティビティ）、及び各種アク
ティビティによって構成された検査手順（ワークフロー）に従って装置を制御するための
制御プログラムを格納する。
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【００３０】
　モニタ１４は、画像メモリ回路２５からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的情
報や、血流情報を画像として表示する。このモニタ１４上に表示された画像等は、画像メ
モリ回路２５内のフレームメモリに記憶された対応する画像データを用いて、例えば画像
記録部２８に記録される。
【００３１】
　（画像記録機能）
　次に、本超音波診断装置１が有する、画像記録機能について説明する。本機能は、制御
プロセッサ２７の制御のもと、特定のイベントをトリガとしてイベント信号を発生し、こ
れに基づいて記録制御部２６が画像記録部２８の記憶動作（記録開始、記録終了等）を制
御することで、統一的な基準に基づく動画像情報を自動的に単元化して記録するものであ
る。
【００３２】
　まず、本画像記録機能による記録開始処理について説明する。図２は、記録開始処理を
説明するための図である。同図に示すように、まず、所定のイベントをトリガとして、制
御プロセッサ２７が当該イベント発生及びその種類を知らせるためのイベント（Ｅｖｅｎ
ｔ）信号を発生し、記録制御部２６に送信する（ステップＳ１）。記録制御部２６は、制
御プロセッサ２７より受信したイベント信号をチェックし（ステップＳ２）、そのイベン
ト信号が画像記録開始を指示するイベント信号であると判定した場合には、画像記録部２
８に記録開始を要求する（ステップＳ３）。画像記録部２８は、自身の状態（レコーダ状
態）を確認し（ステップＳ４）、記録可能な状態であれば記録を開始し（ステップＳ５）
、記録制御部２６に記録開始要求を受け付けた旨を指示する信号を送信する（ステップＳ
６）。当該指示に応答して、画像メモリ化いる２５から、記録制御部２６を介してフレー
ム毎の画像データが画像記録部２８に送り出される。
【００３３】
　次に、本画像記録機能による記録終了処理について説明する。図３は、記録終了処理を
説明するための図である。同図に示すように、記録終了処理についても、記録開始処理と
略同様な処理が実行される。すなわち、所定のイベントをトリガとして、制御プロセッサ
２７が当該イベント発生及びその種類を知らせるためのイベント（Ｅｖｅｎｔ）信号を発
生し、記録制御部２６に送信する（ステップＳ１１）。記録制御部２６は、制御プロセッ
サ２７より受信したイベント信号をチェックし（ステップＳ１２）、そのイベント信号が
画像終了開始を指示するイベント信号であると判定した場合には、画像記録部２８に記録
終了を要求する（ステップＳ１３）。画像記録部２８は、自身の状態（レコーダ状態）を
確認し（ステップＳ１４）、記録可能な状態であれば記録を終了し（ステップＳ１５）、
記録制御部２６に記録開終了要求受け付けた旨を指示する信号を送信し（ステップＳ１６
）、画像記録を終了する。
【００３４】
　ここで、ステップＳ１、ステップＳ１１においてトリガとされる所定のイベントは、そ
の内容に拘泥されないが、具体的例として、超音波診断特有の入力操作（例えば、画像調
整操作、フリーズオン／オフ操作、所定の計測操作、アノテーション操作、静止画像保存
操作、超音波画像の印刷操作等）、装置動作（例えば、超音波画像が表示される表示画面
の画像レイアウトの変化、又は前記画像データ生成手段が生成するフレーム毎の超音波画
像データの所定の閾値以上の輝度変化の検出）等を挙げることができる。いずれの入力操
作、装置動作等を記録開始（終了）イベントとするかは、任意に登録可能とすることが好
ましい。これより、操作者は、所望の入力操作等をトリガとして動画像記録を開始（終了
）することができる。
【００３５】
　以下、本超音波診断装置１が有する画像記録機能の実施例を、記録開始／記録終了のイ
ベントとする入力操作又は装置動作別に説明する。なお、各記録開始／記録終了イベント
は、例えば画像通信規格としてＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　
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Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）を使用した場合には、ＤＩＣ
ＯＭタブのグループ情報として記録される。操作者は、この録開始／記録終了イベントを
インデックスとして、所望の画像データを検索することも可能である。
【００３６】
　（実施例１）
　本実施例は、画像調整の最後の操作を画像記録開始イベントとし、フリーズオンボタン
の操作を画像記録終了イベントとするものである。
【００３７】
　図４は、本超音波診断装置の実施例１を説明するための図である。同図に示すように、
本実施例においては、検査開始タイミングであっても画像記録を開始せず、操作者がモニ
タ１４を観察しながら画像調整を開始し、最後の画像調整操作による画像調整完了をトリ
ガとして、画像記録を開始する。このとき、操作者によって実行された操作が最後の画像
調整操作であるか否かは、例えばフリーズオフ、画像モード遷移、スケール変更、ゲイン
調整の４つのボタンのうち、最後に操作される画像調整ボタンの入力（すなわち、４／４
番目の決定）を画像記録開始イベントと判定し、これをトリガとして画像記録開始を指示
するイベント信号を発生する。
【００３８】
　なお、最後に操作される画像調整ボタンの入力後、再度画像調整を望む場合には、必要
に応じて、所定のリセット操作を行うことにより、前回記録された動画像データを消去す
ることも可能である。
【００３９】
　画像調整の最後の操作に応答して動画像の記録が開始すると、操作者によりフリーズオ
ンボタンが操作されるまでの期間に対応するものについては、画像記録部２８に一連の動
画データとして単元化され記録される。
【００４０】
　（実施例２）
　本実施例は、操作者が所定の計測を行うための操作を画像記録開始イベントとし、フリ
ーズオフボタンの操作を画像記録終了イベントとするものである。
【００４１】
　図５は、本超音波診断装置の実施例２を説明するための図である。同図に示すように、
本実施例においては、画像調整完了やフリーズオンスイッチ操作タイミングであっても画
像記録を開始せず、操作者がモニタ１４に表示された超音波画像を用いた計測を行うため
のボタン操作をトリガとして、画像記録を開始する。このとき、いずれの計測（例えば、
距離等の幾何学的計測、ＴＩＣ作成による輝度変化計測等）を指示するボタン操作を記録
開始イベントとするかは、事前に登録することが可能である。本実施例の場合、ＴＩＣ作
成を指示するボタン操作を記録開始イベントとして登録したとすれば、当該ボタン操作を
トリガとして、制御プロセッサ２７は、画像記録開始を指示するイベント信号を発生する
。
【００４２】
　なお、複数（例えば、ｎ個）の計測を行う場合には、例えば最後に操作される計測実行
ボタンの操作（すなわち、ｎ／ｎ番目の決定）を画像記録開始イベントとする構成であっ
てもよい。
【００４３】
　計測実行ボタンの操作に応答して動画像の記録が開始すると、操作者によりフリーズオ
フボタンが操作されるまでの期間に対応するものについては、画像記録部２８に一連の動
画データとして単元化され記録される。
【００４４】
　（実施例３）
　図６は、本超音波診断装置の実施例３を説明するための図である。本実施例は、超音波
画像を利用した計測の終了指示操作を画像記録開始イベントとし、フリーズオフボタンの
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操作を画像記録終了のイベントとするものである。いずれの計測（例えば、距離等の幾何
学的計測、ＴＩＣ作成による輝度変化計測等）終了を指示するボタン操作を記録開始イベ
ントとするかは、事前に登録することが可能である。本実施例の場合、ＴＩＣ作成の終了
を指示するボタン操作を記録開始イベントとして登録したとすれば、当該ボタン操作をト
リガとして、制御プロセッサ２７は、画像記録開始を指示するイベント信号を発生する。
【００４５】
　なお、複数（例えば、ｎ個）の計測を行う場合には、例えば最後に操作される計測終了
ボタンの操作（すなわち、ｎ／ｎ番目の決定）を画像記録開始イベントとする構成であっ
てもよい。
【００４６】
　計測終了ボタンの操作をトリガとして動画像の記録が開始すると、操作者によりフリー
ズオフボタンが操作されるまでの期間に対応するものについては、画像記録部２８に一連
の動画データとして単元化され記録される。
【００４７】
　（実施例４）
　図７は、本超音波診断装置の実施例４を説明するための図である。本実施例は、アノテ
ーション（注釈）機能の起動を画像記録開始イベントとし、フリーズボタンの操作を画像
記録終了のイベントとするものである。
【００４８】
　アノテーション機能により注釈を入力するということは、当該画像は診断に有効である
可能性が高い。従って、本実施例では、アノテーション機能の起動以後の超音波画像を記
録することで、注釈入力の対象となったフレーム画像からフリーズオフ操作までの期間に
含まれる動画像を、画像記録部２８に一連の動画データとして単元化して記録する。
【００４９】
　（実施例５）
　本実施例は、アノテーション機能による注釈入力の完了指示を画像記録開始イベントと
し、フリーズボタンの操作を画像記録終了のイベントとするものである。
【００５０】
　図８は、本超音波診断装置の実施例５を説明するための図である。実施例４と同様、ア
ノテーション機能により注釈を入力するということは、当該画像は診断に有効である可能
性が高い。従って、本実施例では、アノテーション機能による注釈入力が完了した時点の
フレーム画像からフリーズオフ操作までの期間に含まれる動画像を、画像記録部２８に一
連の動画データとして単元化して記録する。
【００５１】
　（実施例６）
　図９は、本超音波診断装置の実施例６を説明するための図である。本実施例は、画像調
整の最後の操作を画像記録開始イベントとし、印刷指示操作を画像記録終了のイベントと
するものである。
【００５２】
　すなわち、印刷により出力される超音波画像は、診断に有効である可能性が高い。従っ
て、本実施例では、所定の記録開始イベント（今の場合、画像調整の最後の操作）から印
刷指示までの期間に含まれる動画像を、画像記録部２８に一連の動画データとして単元化
して記録する。
【００５３】
　（実施例７）
　図１０は、本超音波診断装置の実施例７を説明するための図である。本実施例は、画像
調整の最後の操作を画像記録開始イベントとし、静止画像としての保存操作を画像記録終
了のイベントとするものである。
【００５４】
　すなわち、静止画像として保存される超音波画像は、診断に有効である可能性が高い。
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従って、本実施例では、所定の記録開始イベント（今の場合、画像調整の最後の操作）か
ら静止画像としての保存指示までの期間に含まれる動画像を、画像記録部２８に一連の動
画データとして単元化して記録する。
【００５５】
　（実施例８）
　本実施例は、モニタ１４に表示される画像レイアウトを監視し、当該画像レイアウトに
変化があった場合には、その変化をイベントとして画像記録開始／終了イベント信号を発
生するものである。
【００５６】
　図１１は、本超音波診断装置の実施例８を説明するための図である。同図に示すように
、モニタ１４上においては、所定の画像レイアウトにより、超音波画像、スケールマーカ
、ＲＯＩマーカ、ゼロＨｚラインマーカ（ベースライン）等のマーカ類、特定の一に表示
する文字情報、ドプラ音（波形）等が表示される。これらの各種情報を監視することによ
り、現在撮影が全体のうちのどのフェーズにあるのかを判定することができる。
【００５７】
　より具体的には、例えばドプラモードによる撮影では、ドプラ音が収集される。そのた
め、当該ドプラ波形を監視し、画面がドプラ波形のない状態からドプラ波形が存在する状
態に移行した場合には、ドプラモードによる撮影が開始したと考えられ、一方、画面がド
プラ波形のある状態からドプラ波形がない状態に移行した場合には、ドプラモードによる
撮影が終了したと考えられる。従って、ドプラ波形の検出を画像記録開始イベントとし、
ドプラ波形の消滅を画像記録終了イベントとすることでも、ドプラモードによる画像撮影
期間に収集された超音波画像を適切に記録することができる。

【００５８】
　また、ドプラ波形を表示する場合には、ゼロＨｚラインマーカが画面の所定の位置に表
示される。そのため、当該ゼロＨｚラインマーカの表示の有無によってドプラ波形の表示
の有無を判断することができる。従って、ゼロＨｚラインマーカの表示開始（すなわち、
ドプラ波形の表示開始）をイベントとしてイベント信号を発生させて画像記録を開始し、
同じくゼロＨｚラインマーカの表示終了（すなわち、ドプラ波形の表示終了）をイベント
としてイベント信号を発生させ、画像記録を終了する。
【００５９】
　なお、上記説明においては、画像レイアウトの監視について説明したが、ドプラモード
撮影においては、ドプラ音も同時に収集される。従って、画像レイアウトに限定されず、
ドプラ音の検出／消滅を画像記録開始／終了イベントとする構成であってもよい。
【００６０】
　（実施例９）
　例えば、造影剤を用いるコントラストエコーにおいては、大きな輝度変化が発生する時
相は造影剤の流入タイミングに対応する等、診断上有効である場合が多い。そこで、本実
施例は、取得した超音波画像の輝度変化を隣り合うフレーム間で比較して、その変化が所
定の閾値以上であった場合には、その変化をイベントとして画像記録開始／終了イベント
信号を発生する。
【００６１】
　なお、変化か否かを判定するための基準となる閾値は、任意に設定可能であることが好
ましい。また、輝度変化の比較対象はＲＯＩ等の特定の領域としてもよく、さらに、ＴＩ
Ｃを作成する場合には、これを利用して輝度変化を把握する構成であってもよい。
【００６２】
　（静止画としての代表画像取得・設定機能）
　次に、本超音波診断装置１が有する、静止画としての代表画像取得・設定機能について
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説明する。本代表画像取得機能は、特定のイベントをトリガとしてイベント信号を発生し
、当該イベント信号発生に対応するフレームの超音波画像データに基づいて、検索のため
のインデックスとなる静止画としての代表画像（例えば、サムネイル画像）を自動的に生
成し、対応するフレームの超音波画像データを関連付けて記録するものである。また、代
表画像設定機能は、記録された代表画像を読み出して画面上に設定し、操作者によって選
択された代表画像に関連付けられたフレームを基準として超音波画像データを再生するも
のである。本機能により、代表画像によって超音波画像データを単元に区分して記録する
ことが可能になると共に、動画像データの検索、及び各動画像データ中の所定のシーンの
検索を容易にすることが可能となる。
【００６３】
　図１２は、超音波診断装置１の代表画像取得・設定機能による処理を説明するための図
である。同図において、一点鎖線枠内は代表画像取得処理、二点鎖線枠内は代表画像設定
処理を示している。
【００６４】
　まず、代表画像取得処理について説明する。画像記録中において、代表画像取得を指示
するイベントが起動すると、制御プロセッサ２７はイベント信号を発生して記録制御部２
６に送り出す（ステップＳ７）。記録制御部２６は、当該イベント信号が代表画像取得を
指示するものであるかをチェックし（ステップＳ８）、当該イベント信号が「その時点で
フレームメモリ上にあるフレーム画像を代表画像にする。」ための代表画像取得を指示す
るイベントである場合には、代表画像取得要求を発生する（ステップＳ９）。この代表画
像取得要求に従って、オーサリングにおいて、イベント信号発生に対応するフレーム画像
に基づいて、代表画像取得処理（生成処理）が実行され、対応するフレーム画像と関連付
けて記録される（ステップＳ１０）。
【００６５】
　次に、代表画像設定処理について説明する。画像記録が終了し、事後的に動画像の所望
のシーン（必ずしも、記憶開始のシーンとは限らない）を検索する場合において、操作者
の入力に応答して、制御プロセッサ２７が代表画像設定要求を指示する信号を発生して記
録制御部２６に送り出す（ステップＳ１７）。記録制御部２６は、当該信号が代表画像設
定指示をオーサリングに送信し（ステップＳ１８）、オーサリングは、所定の指示に応答
して代表画像を一覧表示する設定処理を実行する（ステップＳ１９）。
【００６６】
　ここで、ステップＳ７においてトリガとされる所定のイベントは、その内容に拘泥され
ないが、画像記録開始／終了イベント等の場合と同様、超音波診断特有の入力操作、装置
動作等を採用することができる。いずれの入力操作、装置動作等を代表画像取得イベント
とするかは、任意に登録可能とすることが好ましい。
【００６７】
　以下、本超音波診断装置１が有する代表画像取得・設定機能の実施例を、トリガとする
入力操作、装置動作別に説明する。なお、各記録開始／記録終了イベントの場合と同様、
代表画像取得イベントは、ＤＩＣＯＭタブのグループ情報として記録される。操作者は、
この録開始／記録終了イベントをインデックスとして、所望の画像データを検索すること
も可能である。
【００６８】
　（実施例１０）
　図１３は、本超音波診断装置の実施例１０を説明するための図である。超音波診断にお
いて印刷される超音波画像は、診断に有効である可能性が高いと考えられる。従って、図
１３に示すように、本実施例においては、印刷実行操作を代表画像取得イベントとし、こ
れをトリガとして代表画像を取得する。
【００６９】
　（実施例１１）
　図１４は、本超音波診断装置の実施例１１を説明するための図である。超音波診断にお
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いて静止画保存される超音波画像は、診断に有効である可能性が高いと考えられる。従っ
て、図１４に示すように、本実施例においては、静止画保存操作を代表画像取得イベント
とし、これをトリガとして代表画像を取得する。
【００７０】
　（実施例１２）
　図１５は、本超音波診断装置の実施例１２を説明するための図である。実施例１０、１
１と同様、超音波診断において各種計測対象となる超音波画像は、診断に有効である可能
性が高いと考えられる。従って、図１５に示すように、本実施例においては、計測終了操
作（複数の計測を実行する場合には、最後の計測終了操作）を代表画像取得イベントとし
、これをトリガとして代表画像を取得する。
【００７１】
　（実施例１３）
　図１６は、本超音波診断装置の実施例１３を説明するための図である。実施例１０～１
２と同様、超音波診断においてフリーズオンの対象となる超音波画像は、操作者が時間を
かけて観察しようとした画像と考えられるため、診断に有効である可能性が高いと考えら
れる。従って、図１６に示すように、本実施例においては、フリーズオン操作を代表画像
取得イベントとし、これをトリガとして代表画像を取得する。
【００７２】
　（実施例１４）
　本実施例は、画像レイアウトを監視し、画像レイアウトの変更を代表画像取得イベント
として代表画像を取得する。図１７は、本超音波診断装置の実施例１４を説明するための
図である。同図に示すように、一連の画像撮影において画像レイアウトが変化した場合に
は、その変化を代表画像取得イベントとして、当該変化の直後の画像（例えば、レイアウ
ト変更後の最初のフレーム画像）を代表画像として取得する。なお、本実施例において取
得する代表画像は、画像レイアウト変化の直後の画像に拘泥されず、例えばその変化の直
前の画像（例えば、レイアウト変更前の最後のフレーム画像）であってもよい。
【００７３】
　なお、本実施例に係る代表画像取得法は、上述した画像記録機能を必ずしも前提にする
ものではない。例えば、一定の期間に亘って記録された動画像を再生する場合において、
モニタ１４への再生直前に一旦当該動画像を内部処理として再生して画像レイアウトを監
視し、代表画像として取得する構成であってもよい。
【００７４】
　（動画としての代表画像取得・設定機能）
　次に、本超音波診断装置１が有する、動画としての代表画像（以下、代表動画像）の取
得・設定機能について説明する。本代表動画像取得機能は、既述の代表画像を動画像とし
て生成し、対応するフレームの超音波画像データを関連付けて記録するものである。本機
能により、代表動画像によって超音波画像データを単元に区分して記録することが可能に
なり、また、例えば一心拍の映像を再現する代表動画像をインデックスとするため、動画
像データの検索、及び各動画像データ中の所定のシーンの検索をさらに容易にすることが
可能となる。
【００７５】
　図１９は、超音波診断装置１の代表動画像取得・設定機能による処理を説明するための
図である。図中の一点鎖線枠内は代表動画像取得処理、二点鎖線枠内は代表動画像設定処
理を示している。本図１９と図１２とを比較した場合、代表画像取得処理におけるステッ
プＳ９′、Ｓ１０′と、代表画像設定処理におけるステップＳ１７′乃至Ｓ１９′が異な
る。以下、これらのステップにおける各処理について説明する。
【００７６】
　記録制御部２６は、制御プロセッサ２７から受け取ったイベント信号が代表画像取得を
指示するものであるかをチェックし（ステップＳ８）、当該イベント信号が例えば「その
時点から一心拍分の画像を代表動画像にする。」といった代表動画像取得指示に対応する
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イベントである場合には、代表画像取得要求を発生する（ステップＳ９′）。この代表画
像取得要求に従って、オーサリングにおいて、イベント信号発生に対応するフレーム画像
に基づいて、イベント信号発生時点から一心拍分の画像を代表動画像とする代表動画像取
得処理（生成処理）が実行され、対応するフレーム画像と関連付けて記録される（ステッ
プＳ１０′）。なお、イベント信号発生時点から一心拍分の代表動画像生成は、例えば図
示していない心電計によって取得されるＥＣＧ波形に基づいて実行される。
【００７７】
　代表動画像取得を指示するイベント信号としては、例えば既述の実施例１０乃至実施例
１４のいずれかの例を採用することができる。また、本実施形態では、代表動画像をイベ
ント信号発生時点から一心拍分の動画像としたが、これに拘泥されず、検索のためのイン
デックスとしての役割を果たすものであれば、どの様な期間に亘る動画像であってもよい
。また、代表動画像の記録期間及び再生期間は、必要に応じて任意に設定できることが好
ましい。
【００７８】
　次に、代表動画像設定処理において、制御プロセッサ２７により、代表動画像設定要求
を指示する信号が記録制御部２６に送り出す（ステップＳ１７′）。記録制御部２６は、
当該信号が代表動画像設定指示をオーサリングに送信し（ステップＳ１８′）、オーサリ
ングは、所定の指示に応答して代表動画像を一覧表示する設定処理を実行する（ステップ
Ｓ１９′）。操作者は、一覧表示され動画像として表示される代表画像の中から所望の画
像を選択することで、例えば当該代表画像に対応するフレーム画像からの動画像再生を実
行することができる。
【００７９】
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００８０】
　まず、本超音波診断装置によれば、超音波診断に特有の操作や動作を画像記録開始イベ
ント／画像記録終了イベントとし、これをトリガとして画像記録開始／終了を制御する。
従って、診断上必要のない画像の記録をできる限り少なくでき、有限な記録領域を有効に
使用することができる。さらに、操作者による画像記録のための特別な操作を必要せず、
常に一定の基準に従って画像記録が実行されるため、客観性の高い診断情報を簡単且つ効
率的に提供することができる。
【００８１】
　また、本超音波診断装置によれば、超音波診断に特有の操作や動作を画像記録開始イベ
ント／画像記録終了イベントとすることで、動画像を当該画像記録開始イベント／画像記
録終了イベントをインデックスとして単元化して管理することができる。従って、画像記
録部に複数の動画像データが記録されている場合であっても、当該インデックスを利用す
ることで、所望の動画像データを迅速且つ簡単に検索することができる。
【００８２】
　また、本超音波診断装置では、超音波診断に特有の操作や動作を代表画像取得イベント
とすることで、動画像中の任意のフレーム画像を代表画像として記憶することができる。
この代表画像は、画像検索において一覧表示され、所望の対応画像を選択することで、例
えば当該代表画像に対応するフレーム画像からの動画像再生を実行することができる。従
って、代表画像をインデックスとして画像データを単元化して管理することができるので
、所望の動画像データを迅速且つ簡単に検索することができる。
【００８３】
　さらに、代表画像を動画像として作成した場合には、例えば一心拍に対応する動画像を
インデックスとして、画像データを単元化して管理することができる。従って、より直観
的に動画像データの内容を把握でき、所望の画像データを迅速且つ簡単に検索することが
できる。
【００８４】
　（第２の実施形態）
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　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は
、イベント信号の種類及び発生タイミングを含むイベント情報と共に記録された一定期間
に亘る超音波画像データを用いて、統一的な基準に基づく動画像情報を自動的に単元化し
て記録するものである。
【００８５】
　図２０は、本実施形態に係る超音波診断装置１の構成を説明するためのブロック図を示
している。同図と図２とを比較した場合、編集画像記憶部４０をさらに具備する点が異な
る。
【００８６】
　画像記憶部２８は、当該患者の画像診断において取得された一定期間に渡る超音波画像
データを、当該期間中に発生するイベントに関するイベント情報と共に記憶する。本実施
形態では、画像記憶部２８は、制御プロセッサ２７の制御のもと、本超音波診断装置にお
いて新たな患者に対する画像診断の開始を指示する入力（以下、「新患者情報入力」と呼
ぶ。）がなされた時刻から、次の患者に対する新患者情報入力がなされる時刻まで（全期
間）の期間に取得される超音波画像データ（以下、「全期間超音波画像データ」と呼ぶ。
）を記憶するものとする。また、イベント情報は、期間中に発生する全てのイベントに関
するイベント情報を記憶する。しかしながら、これらに拘泥されず、例えば、予め選択さ
れたイベントに関するイベント情報のみを対象とする構成であってもよい。
【００８７】
　記録制御部２６は、制御プロセッサ２７による制御のもと、イベント情報に基づいて、
全期間超音波画像データに対して編集処理（後述）を行う。
【００８８】
　編集画像記憶部４０は、記録制御部２６おいて編集された超音波画像データ（以下、「
編集超音波画像データ」と呼ぶ。）を記憶する。
【００８９】
　（編集機能及びこれを用いた処理）
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置が有する編集機能について説明する。本機能は
、全期間超音波画像データに対応して記憶されたイベント情報に基づいて、当該全期間超
音波画像データに対し編集処理を施すことで、事後的に動画像情報を自動的に単元化して
記録するものである。
【００９０】
　図２１は、本編集機能に従う処理の流れを示したフローチャートである。同図において
、まず、全期間超音波画像データ、及び当該全期間において発生したイベント信号の種類
及びそのタイミングを含むイベント情報を取得し、画像記憶部２８に記憶する（ステップ
Ｓ２０）。なお、イベント情報は、画像通信規格としてＤＩＣＯＭを使用した場合には、
ＤＩＣＯＭタブのグループ情報として記録される。
【００９１】
　次に、記録制御部２６は、画像記憶部２８に記憶されたイベント情報の中から、記録開
始イベント及び記録終了イベントを検索する（ステップＳ２２）。また、記録制御部２６
は、記録開始イベントが付されたフレーム、記録終了イベントが付されたフレーム、及び
これらの間に存在するフレームに対応する超音波画像データを切り出すことで、編集超音
波画像データを生成する（ステップＳ２３）。
【００９２】
　次に、記録制御部２６は、検索されたイベント信号が付されたフレームを用いて、代表
画像の取得及び設定を行う（ステップＳ２４）。この代表画像は、静止画像、動画像のい
ずれであってもよく、その取得及び設定法については、第１の実施形態で述べた通りであ
る。編集画像記憶部４０は、生成された編集超音波画像データ、及び代表画像を自動的に
記憶する（ステップＳ２５）。編集超音波画像データと代表画像とは、リンクが張られて
いる。従って、操作者は、所望の代表画像を選択することで、当該代表画像に対応する画
像から編集超音波画像データを再生することができる。
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【００９３】
　以上述べた構成によれば、全期間超音波画像データ及びこれに付されたイベント情報を
用いて、編集超音波画像データを生成する。これにより、事後的に統一的な基準に基づく
動画像情報を自動的に単元化して記録することができる。従って、医療用ワークステーシ
ョンにおいても、処理することが可能となり、超音波画像編集を容易且つ簡便にすること
ができる。
【００９４】
　なお、本発明は上記各実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例
えば次のようなものがある。
【００９５】
　（１）本各実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーシ
ョン等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実
現することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプロ
グラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光
ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布す
ることも可能である。
【００９６】
　（２）上記各実施形態において説明した代表画像設定機能によれば、インデックスとさ
れた代表画像を選択することで、例えば当該代表画像にリンクされた記録画像から開始す
る動画像にランダムアクセスすることができる。この代表画像によって区切られた各セク
ションに迅速且つ様にアクセスできるように、例えば図１８に示すように、セクション単
位で再生画像をスキップさせる早送りボタン（巻き戻しボタン）等のインタフェースを設
けるようにしてもよい。
【００９７】
　（３）上記各実施形態においては、選択された代表画像に関連づけられたフレームを基
準として、記憶された超音波画像を再生するものとした。この超音波画像の再生形態には
、特に限定はない。具体例としては、代表画像に関連づけられたフレーム以後の全ての超
音波画像を再生する、代表画像に関連づけられたフレーム以後（又は以前）の所定期間に
相当する超音波画像を再生する、代表画像に関連づけられたフレームを中心とする所定期
間に相当する超音波画像再生する、といった形態が考えられる。いずれを採用するかは、
操作者が任意に選択できることが好ましい。
【００９８】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　以上本発明によれば、診断に必要ない画像をできるだけ排除して画像記録を行い、優れ
た操作性、高い効率性にて画像検索を実行可能な超音波画像診断装置を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１の構成を説明するためのブロック図
を示している。
【図２】図２は、超音波診断装置１の画像記録機能による記録開始処理を説明するための
図である。
【図３】図３は、超音波診断装置１の画像記録機能による記録終了処理を説明するための
図である。
【図４】図４は、本超音波診断装置の実施例１を説明するための概念図であり、画像調整
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の最後の操作を画像記録開始イベントとし、フリーズボタンの操作を画像記録終了のイベ
ントとするものである。
【図５】図５は、本超音波診断装置の実施例２を説明するための概念図であり、操作者が
所定の計測を行うための操作を画像記録開始イベントとし、フリーズオフボタンの操作を
画像記録終了のイベントとするものである。
【図６】図６は、本超音波診断装置の実施例３を説明するための概念図であり、本実施例
は、超音波画像を利用した計測の終了指示操作を画像記録開始イベントとし、フリーズオ
フボタンの操作を画像記録終了のイベントとするものである。
【図７】図７は、本超音波診断装置の実施例４を説明するための概念図であり、アノテー
ション機能の起動を画像記録開始イベントとし、フリーズボタンの操作を画像記録終了の
イベントとするものである。
【図８】図８は、本超音波診断装置の実施例５を説明するための概念図であり、アノテー
ション機能による注釈入力の完了指示を画像記録開始イベントとし、フリーズボタンの操
作を画像記録終了のイベントとするものである。
【図９】図９は、本超音波診断装置の実施例６を説明するための概念図であり、画像調整
の最後の操作を画像記録開始イベントとし、印刷指示操作を画像記録終了のイベントとす
るものである。
【図１０】図１０は、本超音波診断装置の実施例７を説明するための概念図であり、画像
調整の最後の操作を画像記録開始イベントとし、静止画像としての保存操作を画像記録終
了のイベントとするものである。
【図１１】図１１は、本超音波診断装置の実施例８を説明するための概念図であり、画像
レイアウトに変化があった場合には、その変化をイベントとして画像記録開始／終了イベ
ント信号を発生するものである。
【図１２】図１２は、超音波診断装置１の代表画像取得・設定機能による処理を説明する
ための図である。
【図１３】図１３は、本超音波診断装置の実施例１０を説明するための概念図であり、印
刷実行操作を代表画像取得イベントとして代表画像を取得するものである。
【図１４】図１４は、本超音波診断装置の実施例１１を説明するための概念図であり、静
止画保存操作を代表画像取得イベントとして代表画像を取得するものである。
【図１５】図１５は、本超音波診断装置の実施例１２を説明するための概念図であり、計
測終了操作を代表画像取得イベントとして代表画像を取得するものである。
【図１６】図１６は、本超音波診断装置の実施例１３を説明するための概念図であり、フ
リーズオン操作を代表画像取得イベントとして代表画像を取得するものである。
【図１７】図１７は、本超音波診断装置の実施例１４を説明するための概念図であり、画
像レイアウトの変化を代表画像取得イベントとして代表画像を取得するものである。
【図１８】図１８は、本実施形態の変形例を説明するための概念図である。
【図１９】図１９は、超音波診断装置１の代表動画像取得・設定機能による処理を説明す
るための図である。
【図２０】図２０は、第２の実施形態に係る超音波診断装置１の構成を説明するためのブ
ロック図を示している。
【図２１】図２１は、本編集機能に従う処理の流れを示したフローチャートである。
【図２２】図２２は、従来の超音波診断装置の画像記録手法を説明するための概念図であ
る。
【図２３】図２３は、従来の超音波診断装置の画像記録手法を説明するための概念図であ
る。
【符号の説明】
【０１０１】
１…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…
モニタ、２１…超音波送受信ユニット、２２…Ｂモード処理ユニット、２３…ドプラ処理
ユニット、２５…画像生成回路、２６…記録制御部、２７…制御プロセッサ（ＣＰＵ）、
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２８…画像記録部、２９…内部記憶装置、３０…インタフェース部、４０…編集画像記憶
部

【図１】 【図２】
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